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水需要（給水収益）の構造的な変化 

総務省「公営企業各事業における現状と課題」 



水道事業の費用構造と収益構造の特徴 

筆者作成 

【費用構造】 
                

・水道事業は、典型的な装置型事業として総費用に占める固
定費の割合は８割以上に上ることから、費用構造は固定費型
（ハイリスク・ハイリターン）のビジネスモデルに属する。 
                  

・ハイリスク・ハイリターンのビジネスモデルでは、売上高に応じ
増加する変動費が小さいので、損益分岐点を超えれば大きな
利益が得られるが、下回ると急激に損失が増大する。 
               

【収益構造】 
                     

・給水人口と水量原単位の縮小により有収水量の増大による
収益拡大は困難。それを補うだけの附帯事業も想定できず、水
需要の縮小による構造的な収益減退化傾向が強まっている。 
                           

・収益確保のために供給単価の引上げ（料金値上）誘引が働き、
コンセッションに参入予定の民間事業者は、料金改定できる
「経営の自由度」を強く要求。「・・・早晩料金を引き上げる方向
へと協議していくことがです 。民が関わったことで 料金高くなっ
たと思われる可能性があるので、この時点で将来にわたり料金
見直しの県民の合意を得ることが大切と考えます。」（第３回宮
城県上工下一体官民連携運営検討会議事録より抜粋） 

【固定費型】 

構造的な収益縮減傾向の強まり 



急速にハイリスク・ローリターン化しつつある水道の民営化とは 

①水道事業は、初期投資が莫大で、費用構造がハイリスク・ハイリターンでありながら、生活必需 
 性と非代替性が強く、競争が働かない地域自然独占となるため、民間企業による運営（市場化 
 及び自由な参入・退出）が難しく、また、ふさわしくないことから歴史的に公営原則がとられてき 
 たともいえる。 
                          

②水道事業は、給水人口と原単位（一人あたり水使用量）の減少という構造的な需要減退化の下 
 で、特定の有利な条件（給水人口密度が高い大都市市街地など）が確保されない限り、本業の 
 需要拡大による給水収益の増大は望めず、また本業を補う附帯事業収益も見込めないため、そ 
 もそも市場化（民間経営）の限界領域に位置している。 
                         

③水道事業は、更新や耐震化などの非収益的投資（新たな需要が見込めない投資）が不可避的 
 に求められる状況を迎えており、こうした投資をすればするほど経営は悪化しかねない局面に 
 ある。そのうえさらに、民営化コスト（運営権価格、株式配当、役員報酬、公租公課等）が増えれ 
 ば、本来ならば経営の悪化に拍車をかけることになるはずである。 
                                  

④水道事業は、こうしてハイリスク・ローリターンの事業になりつつあるが、それでも民営化を可 
 能とするためには、自由な料金改定が可能で、需要の縮小が見込まれても料金単価を容易に 
 引き上げることができるか、低収益性を補填する何らかの公共支援が得られる場合である。 



民営化（ＰＰＰ・ＰＦＩ・コンセッション）の強引な推進 

「ＰＰＰ・ＰＦＩ推
進アクションプ
ログラム」（平成
３０年改定版） 



PFIをめぐる日本とイギリスのコントラストな違い 

イギリスにおけるＰＦＩ実施件数の推移 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 



イギリスの水道民営化と再規制システム 

環境庁 

（ＥＡ） 

10流域単位の総合的水管理 

上下水道事業規制局 

（ＯＦＷＡＴ） 

消費者利益の反映と苦情処理 

消費者委員会 

（ＣＣＷａｔｅｒ） 

飲料水検査局 

（ＤＷＩ） 

料金・投資などの事業経営規制 

水質基準の設定とチェック 

上下水道会社 

完全民営化されたの
はイングランドとウ
エールズで、ウエー
ルズは２００１年にＮＰ
Ｏ法人化されている。 

筆者作成 

イギリスのガーディアン紙は、 ２０
１３年に独自の調査分析にもとづ
いて、 「水道料金と利益の上昇傾

向」と題する記事を掲載した。それ
によると、１０年間で水道料金がイ
ンフレ率の倍となる８２％上昇し、
水道会社の利益と取締役の報酬も
倍増したことを示した。記事は、こ
うした値上げを容認したオフワット
に対しても批判している。 

職員数 
約２００名 



脱民営化（再公営化）の世界的潮流 

Reclaiming Public Services （Transnational Institute） 



公共施設等運営権によるコンセッションのしくみ 

（運営権は、譲渡・継承・抵当権等の対象にできるが、移転は行政の許可が必要） 

調達資金の返済・回収の原資は料金 

内閣府民間資金等活用事業推進室資料を一部修正 

上下分離方式 



ＰＦＩの３類型とコンセッション 

自治体 利用者 

利用者 

利用者 

①サービス購入型 

②独立採算型 

③混合型 
    （①＋②） 

ＰＦＩ事業契約 

ＰＦＩ事業契約 

ＰＦＩ事業契約 

購入料 

ＰＦＩ  
事業者 

ＰＦＩ  
事業者 
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購入料 

自治体 

自治体 
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（自治体の代行） 
サービス提供 

サービス提供 
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料 金 
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コンセッション 

筆者作成 



浜松方式とみやぎ方式にみる混合型コンセッション 

利用料金は、一定の割合を乗じて算出、料金改定の提案権限を付与 
・市内受益者間の公平性の観点から、使用者が支払う料金は、西遠処理区も他
の処理区も同一とした。 
・使用者は、市に使用料を、運営権者に利用料金を支払うこととし（浜松市下
水道条例で規定） 、利用料金は、総額に利用料金設定割合を乗じて算定する。 
・運営権者は、使用料等の料金決定権限を持たず、また、人口動態・事業所数
などを直接管理できないことから需要リスクの全てを移転することは困難であ
る。したがって、事業環境に著しい変化が発生した場合、利用料金設定割合の
改定協議を行うこととした。また、利用料金の自主性と収益の安定性をある程
度確保するため、5年に1回、料金の改定（使用料等及び利用料金設定割合）に
関する提案権限を与えた。 

浜松市「浜松市における下水道事業へのコンセッション方式導入について」 

【浜松方式】 【みやぎ方式】 

宮城県「宮城県上工下水一体官民連携運営事業事業概要書（案）概要版」 

 県は，県が収受する料金及び負担金と併せ，運営権者が収受する
利用料金を関係市町村及びユーザー企業から受領し，利用料金を
運営権者に送金する。 



水道官民連携手法の導入状況（事業体数） 

厚生科学審議会「国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて 化等に向けて 講ずべき施策について」（平成２８年１１月）より筆者作成 
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官民連携手法 

個別委託（従来型） 個別委託（包括型） 第三者委託 ＤＢＯ ＰＦＩ コンセッション 

コンセッショ
ンは未だゼロ 



民営化の背景にある職員数の状況と推移 

 自治体職員数の推移  （平成６年：１００） 

総務省「平成２９年度地方公営企業決算の概要」等 

ピーク時から
比べ４割減 

人員削減そのものが最大のリスクになりつつある。 



水道と対照的な空港コンセッションの盛況ぶり 

ともに「日本経済新聞」 



空港コンセッションのからくり （航空系・非航空系一体化モデル） 

三井住友トラスト基礎研究所作成資料 

～国管理空港の空港別収支の試算～ 

航空系：滑走路・エプロンの着陸料や施設使用料 
非航空系：ターミナルビルのテナント賃料や駐車場の料金 



コンセッション（上下分離方式）の目的と効果 

オ－プンアクセス 経営支援 上下分離 

空港モデル 地方鉄道モデル 

コンセッション（上下分離方式）の２モデル 
①オープンアクセス（官製市場の民間開放）を目的とする空港モデル→インフラ部分を切り離し運営を収益事業化 
②経営支援を目的とする地方鉄道モデル→線路や駅舎などのインフラを自治体が経営支援 

筆者作成 



水道コンセッションの本質は2つのモデルの相乗り型 

経営支援 

オープンアクセス 

水道コンセッションの本質は、官製市場の民間解放をめざすオープンアクセス（空港モデル）が基本形であるが、空港ビ
ジネスと違い新たな収益拡大が見込めないため、運営権事業者の収益確保のために経営支援をする相乗り型である。 

筆者作成 



みやぎ方式コンセッションに見る経営支援の形態 

１ なぜ民間活力を導入する必要があるのか？ 
 水道事業は給水収益が減少し、更新需要が増大する厳しい経営状況にあり、コストを削減して投資を抑制する効率的
な運営を行う必要があるため。特に工業用水道事業は年間７千万円の純利益に対して、借金が６０億円、今後３０年の
投資額が２００億円と危機的状況にあり、抜本的な経営改善が急務である 
２ なぜ工水に民間活力を導入するだけではだめなのか？ 
 工水のみでは規模が小さく、収益が不安定であり、経営に参画する民間事業者が現れないことから、上水も含めてス
ケールメリットを発現させる必要があるため（注：維持管理費は上工で３０億円/年） 

宮城県「宮城県上水・工水・下水一体型管理運営検討懇話会報告」 「２２ 官民連携運営に至った１０の理由」より抜粋 

３分野９事業 



リスク分担による安定した利潤の保証 

宮城県「宮城県上工下水一体官民連携運営事業事業概要書（案）概要版」 



VFM（効率化の根拠）の正体 

宮城県「みやぎ型管理運営方式」 

「そもそもこの事業のＶＦＭの源泉は何なのか？論理的に
説明可能なＶＦＭが存在するのかということです。内閣府の
受託で大阪市の水道民営化を検討した際は，協力会社方
式への移行で，所得再分配の原理が含まれている公共調
達特有取引コストをなくすことによってＶＦＭが発生するとい
う前提で，工数調査を実施してＶＦＭを算出しました。そうで
ないと，例えば安い材料を見つけてきて材料費がいくぶん
安くなるとか，自治体向けの相場から民間企業向けの相場
を適用することで安くなるとか，官民の給与格差に目をつけ
人件費を安くするとかによって，ＶＦＭを民間企業からのヒ
アリングだけを根拠にねん出することになります。」 

第３回検討委員会での大和総研出席者の発言（議事録より引用） 

ＶＦＭ＝公共調達特有の取引コストの排除 
 
・安い材料の調達による材料費の削減 
・自治体相場から民間企業相場の適用 
・官民の給与格差による人件費の削減 

 
公務労働の非効率性にあるのではない 

 公契約条例による公正な取引こそ重要 



水道コンセッションの制度的な課題 

○コンセッション事業者を規制・監督する事業法・規制法・規制機関が存在しない 
     

 水道コンセッションには、電気事業法やガス事業法などの直接に民間事業者を規制・監督する事業法が存在せず、強
力な権限をもったイギリスのOFWATのような規制・監督機関もしない。水道法は、市町村公営原則にもとづき基本的に

自治体に適用され運用されてきた。この枠組みを民間事業者にも広げたのが水道法改正案であり、厚生労働大臣がコ
ンセッション事業をいったん許可した以降は、モニタリング等のチェックは契約当事者に委ねられる。 
 

○水道コンセッションは個別契約による当事者間（自治体と民間事業者）の自己責任となる 
                                  

 コンセッションは長期にわたる事業でありながら、それは個別の契約によって処理され運用されるものであり、具体的
な内容は個々の契約内容によって異なり、全国的な基準があるわけでなく多様な形態や形式、取り扱いとなる。水道法
による従来からの規制や指導を除き、自治体とは異なる民間事業者に対する全国的な規制や監督がないままに、すべ
ては契約当事者間の個々別々の関係となって、自己責任の世界に委ねられることになる。 
 

○自治体を引き続き水道事業者としたまま民間事業者に運営権を与える仕組みである 
                            

 ひとつの水道事業が２つの主体の水道事業者に分かれて存在することになる。これにより既存の自治体の水道事業
者はその役割や位置づけが大きく変わるにも関わらす、鉄道事業法にあるような上下分離に応じた鉄道事業者の明確
な分類（１種・２種・３種の鉄道事業者）が定義されておらず、民間事業者に運営権を与えた自治体の水道事業者に関
する新たな役割や位置づけが不明確で、単なる施設の所有者なのかそれ以上どこまでなのかは明らかではない。   



水道コンセッションに関する運用上の懸念 （1） 

１ 適正料金（上限）⇔経営の自由度⇔経営支援のバランス 

 水道事業は、本業での収益拡大や附帯事業収益が見込めず空港モデルとはなりに
くいため、自治体へのサービス提供を含む混合型となる。適正な投資・利潤と料金をい
かにバランスよく規制し、リスクに見合う適正な収益機会をいかに提供できるか。 

２ クリームスキミングの発生 

 プロジェクトリスクに見合う投資収益性による選別は避けられず、財政・技術的な
困難を抱え民間の資金や技術を最も必要とする小規模事業体は対象になりにくい。 

４ 自治体の総合行政（福祉・都市計画等）との整合性の確保 

 人口減少下のコンパクトシティ化などの自治体のまちづくり政策を最優先させた施
設の再編整備や高齢者の見守り等の福祉ニーズ等に対応できる事業運営が必要。 

３ 上下分離のコーディネーション問題への対応 

 「サービス」と「インフラ」の分離は、モニタリングのほかに施設の更新や再編など
に伴う相互の調整や交渉が必要となり、新たな負担（取引費用）が求められる。 



水道コンセッションに関する運用上の懸念 （2） 

７ 住民自治ガバナンスの確保 

 事前の議会議決は制度化されているが、運営権の停止や取り消しは欠格条項になどに
限定されており、地方自治制度上の住民や議会の直接的関与は大きく後退する。 

５ 自治体の運営権介入と再公営化の確保 
 事業運営に関する重大事故や急迫する自然災害などにおける自治体の強制介入の権
限を確保するとともに、コンセッション事業者の破産や撤退などに伴う再公営化（一時的な
場合を含む）に係る運営権買戻しや再公営化態勢が求められる。 

６ コンセッション事業者への円滑な事業引継ぎ 
 現時点でわが国の民間事業者には、自治体が保有・蓄積する人員・ノウハウなどを自前で
確保できるところは少ない。自治体職員の出向や身分替えによる転職などが必要になる。 

8 自由貿易協定（ＴＰＰ、ＦＴＡ）によるＩＳＤＳ条項の危険性 

 「水メジャー」が日本市場に照準を合わせている。仏スエズは日本進出を目指し前田建設
工業と業務提携の検討に入ったほか、仏ヴェオリアは４月から浜松市の下水道運営を始
めた。  （「日本経済新聞」2018/11/10「水道運営県売却に商機」から一部抜粋） 



水道広域化を導いた２つの答申と財政措置 

                    ～水資源開発型の広域化～ 
【２つの答申】                     

（１）水道の広域化方策と水道の経営特に経営方式に関する答申（昭和４１年８月３０日） 
 ①できるだけ大きな地理的範囲において組織・運営されるのがよい 
 ②広域化は末端給水までについて実施するのが望ましい 
                    

（２）水道の未来像とそのアプローチ方策に関する答申（昭和４８年１０月３０日） 
 ①全国数ブロックの大規模水道事業を理想に当面は広域水道圏を定め最終的にそれが一事業体になる 
 ②地域的にバランスの取れた水源開発と施設整備を進め経営規模を拡大し管理の徹底と能率的経営を図る 
 ③料金等の給水サービスの格差解消を図り水道の全国的な普及実現の推進体に十分な財基盤を持たせる 
 
【財政措置】 
                   

 水道水源開発等施設整備費（補助率：水源開発１/３、広域化施設整備１/４） （昭和４２年度創設） 
 
 
 
＊この時代の水道広域化は、末端給水までの広域化や広域水道圏の設定が掲げられつつ
も、実際は水源開発・大規模施設整備・普及促進を目指す“用水供給型の広域化”であった。  



水源開発型の広域的水道整備計画遅延の要因分析 

厚労省資料 ２０１０年 



厚労省資料 

水道用水供給事業の現状 

ほとんどがダ
ム開発事業 



水道広域化に向けた検討状況 

厚労省「水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（官民連携及び広域化等の推進に関する調査）２０１５年 

【取組み開始に至らない具体的な理由】 
 
○考え方や利害の相違 
 ・広域化に対する認識の差（切迫感が希薄、危機意識欠如等） 
 ・利害や目的が一致しない 
○事業体間の格差 
 ・料金格差のため統一が図れない 等 
○その他 
 ・簡易水道の統合に取組中のため、検討する余裕がない 

【広域化を阻む４つの格差の存在】 
 
１ 料金格差（料金水準・料金体系の差） 
２ 資産格差（水道施設の状況の差） 
３ 地勢格差（地形・面積・水源等の差） 
４ 人口格差（人口数・人口密度等の差） 
 

【広域化の選択判断のファクター】 
 
  広域化の実現効果＞４つの格差の縮小・解消 
 



筆者作成 

施設の一体化
管理の一体化
経営の一体化
施設の共同化

情報の共有化
災害時相互支援
研修の共同実施など

+

従来の広域化
新たな広域化 発展的広域化

広域化の目的変化と広域化概念の多様化 

水資源開発目的 運営基盤強化目的 

要請主義からトップダウン方
式による広域化への転換 
→ 国の「基盤強化基本方針」

と都道府県の「水道基盤強化
計画」による広域化の推進 

水道法
改正案 



広域事業統合における垂直統合と水平統合 

用水供給事業 

末端給水事業 

垂
直
統
合 

水平統合 

用水+末端 

＊広域事業統合は垂直統合を軸（契機）とする広域化が主力を形成している。 
＊香川県では、県主導による上からの広域化として、器（広域水道企業団組織）が先行的に発足した。 

筆者作成 



水道の広域化・統合をめぐる経済合理性 

簡水協『簡易水道基本問題検討調査最終報告書』 筆者作成 

密度の経済性の実証分析 水道事業の３つの経済性 

密度の経済性 範囲の経済性 

規模の経済性 

浄水場の規模拡
大による単位費
用の低下など 

給水人口密度に
もとづく配水管
使用効率など 

上下水道の組織
統合による事務
経費の削減など 



統合と分散の考え方とパターン 

施設  

管理  

統合 

分散 

統合 

分散 

分散型システム 

単一統合型システム 

分散ネットワーク型システム 

水源・施設を１つに
統合したシステム 

集落単位（最小
は各戸）に水
源・施設を分散
したシステム 

分散した水源・
施設をネットワー
クにより統合した
広域システム 

統合メリットが働く
水源・施設のみ統
合したシステム 

筆者作成 



みやぎ方式コンセッションは民間主導による包括的広域化 

４ 民間事業者は面的広がりを期待 
 将来における「みやぎ型管理運営方式」に市町村水道事
業を加えた広域化（面的広がり）への期待 
 
５ まずは広域水道から全量受水している市町村を対象に
検討 
➢広域水道から全量受水している市町村は水源から蛇口
まで一元管理が可能（対象６市町村） 
➢ その他、下記に合致していることが望ましい 
・一定規模の給水人口を有していること 
・公共下水道が流域下水道に連絡されていること 
・上水道と下水道を同一組織で運営していること 
              「１９ 市町村への展開について」より抜粋 

９ なぜ市町村への展開を検討するのか？ 
 収益減や更新需要の増大など、県と同様の課題を抱える
市町村への展開は国の広域化の方針に寄与し、また、水
源から蛇口までを一体管理することにより民間の投資対象
として魅力が増すため 

「２２ 官民連携運営に至った１０の理由」より抜粋 

宮城県「宮城県上水・工水・下水一体型管理運営検討懇話会報告」 
宮城県「宮城県上工下水一体官民連携運営事業事業概要書（案）概要版」 



周防大島にみる自己水源放棄に伴う広域化の負の教訓 
水道管破断箇所 
（大島大橋） 

周防大島町：人口約１万６千人 
       

 １０月２２日、大島大橋に貨物船が衝突し、
柳井地域広域水道用水供給事業の水道管が
破断し、１ヶ月以上にわたり全島（本島）で断
水した。３つの離島を除き、２０００年から広域
水道用水供給事業から受水を開始し、６０箇
所以上あった自己水源は５分の１以下になり、
２０１７年に本島全体の広域統合が実現。 

国による簡易水道
の上水道への統
合方針を受けて、
事業統合・広域化
を実施した。 

周防大島町ＨＰに加筆  

３つの離島 
自己水源（井戸） 



責任水量制と自己水源の放棄 

自治労連公営企業評議会「水道事業の『危機』はなぜ起きたか」 



水道広域化の「負の遺産」の処理と今後のあり方 

①責任水量制の見直しと国・都道府県を含む基金の設立 
  ・過大な水資源開発と施設整備による開発余剰水の責任水量化の限界 
  ・余剰水コストを経常経営から分離し国の責任を明確にした基金により処理 
  ・民営化ではこれら不当なコストが受水料金や水道料金に容易に転嫁される可能性大 
                   

②広域水道（企業団）議会のあり方と住民（利用者）参加 

  ・二重の間接性と住民意思の反映方法 

  ・住民の経営参加と住民参加型の事業政策・事業評価システム 
              

③流域単位の水循環にもとづく総合的水管理システムとしての広域化 

  ・「運営基盤強化」の上位概念として「健全な水循環」を明確にする 

  ・自己水源の再評価とダム・表流水依存に対する根本的な見直し 

 
 



ご清聴ありがとうございました。 
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